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一ワルシャワ会議へ向けて一

もり　　　　　　　　　Lげ

森　　　　重
東京都・z大学教授

㏄
敏

　OMEP参加10年

　OMEPの第11回世界会議がフランスのパリで開か

れてから，今夏でちょうど10年になる．幼児教育に関

する世界的機構としてのこの世界会議は、わが国にお

ける幼児教育界にとり．またわたくし個人にとっても．

きわめて意義深いものとなっている．というのは，そ

れまでオブザーバーとして個人的にいく人かが出席し

ていたにすぎなかったわが国が，日本OMEP委員会

を結成することによって世界OMEPに参加したいと

いう意図を，この世界大会に表明したのであ1）　，その

結果．翌1967年9月のOMEP本部委員会で日本OM

EP準備委員会（1966年1月発足）が承認され，次の

ワシントンにおけるOMEP第12回世界会議で，　OM

EPへのわが国の正式加盟が決定されたからである．

　しかも．わたくしにとっては，他の出席者と同様に

個人参加ではあるが，当時日本OMEP準備委貝会（日

本保育学会，日本私立幼稚園連合会，全国国公立幼稚

園長会，全国国公立大学付属学校連盟幼稚園部会，日

本私立短期大学協会保育科研究委員会，全国社会福祉

協議会保育協議会，全国保母養成協議会、全国私立保

育園連盟の8団体の代表で構成）に全国保母養成協議

会会長として参画していた関係上，そしてまた、その

とき勤務していた学校の職責陳京家政大学保育科長）

を果したい希望もあって，幸い私立短大協会からのご

援助などにより，はしめて海外への学術出張を果すこ

とかできたことか，つい昨日のことのように，意義深

いものとして回想されるのである．

　このような意味で，わたくしには，いわば公私とも

にOMEP参加10年を迎えたことになるので，ここに

その感懐を新たにし，明年の世界会議（ワルシrt・ワ会

議）へ向けて，OMEPの性格と，その発展およびそ

れへの参加の模様を記してみたい．

　OMEPの目的

　OMEPとは何か．まずその起源と意味について明

らかにしておかねばならない．

　OMEPとは，フランス語のOrganisation　Mondiale

pOurドEducation　Pr6scolaireの頭文字からとった二と

ばで，英語でWorLd　Organization　for　Early　Chi］dbOOd

Education　l世界幼兇教育機構1の意味である．

　OMEPは，胎児期から8歳ごろまでの子どもの発

達のあらゆる面に関し，精神医学の教育者，小児手斗医、

教師、保母，精神医学者および心理学者，政府および

地方自治体の役人、ソーシr・1レワーカー，およぴ両親
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に対して，保育問題のための会合の場を提供している．

その主な仕事は、8歳以下の子どもに対する深い理解

を増進し，形成期にある幼児の研究を通じて得られた

経験や知識を，異なる国々の間で分かち合うことであ

る．

　このOMEPの目的は、規約（第2条）でうたって

いるように、「（1｝世界各国における幼児・児童の研究と

その教育を促進させて，幸福な幼年生活と家庭生活を

育成し，これを通じて世界平和に寄与する．（2｝保育学

校（ナーサリー・スクール）の教育（就学前教育」を

促進させる」ということである．これらの目的を果す

ため，隔年〔第13回世界会議よリ3年ごと）世界会議

を開くほか、各国の教員養成事情，優良幼児図書，その

他の研究，調査を常時行って，情報交換をしている．

そして1968年度からOMEPの編集で幼児教育の国際

的専門誌”lnternational　Jellrnal　of　Ear｝y　Childliood・　を

刊行（年2回）しているのである．

　OMEPが誕生するまで

　OMEPは，児童に関する知見の増進と児童環境の

改善とに多大の精魂を傾けた著名な婦人の頭脳の所産

であった．すなわち．OMEPの起源は，1946年3月，

イギリスの進歩的な思想の持主であり．幼児教育の実

践家として知られているアレン女史（Lady　Allen　of

HurtwoOd）が．第2次世界大戦後の混乱がまだ残って

いたスカンジナビアへ講演旅行をして，幼児教育に関

心をもつ多くの人々に，直接，国際的な幼児教育機構

をつくる必要性を訴えたどきに求めることができる．

　すなわち．スウェーデンで、同女史がさっそくそこ

のミルダル夫人（Mrs．　Alva　Myrdal）と国際機構創設

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

の方法について協議したのに続き，同年7月には．そ

うした意図の実現のために，数か国から一団の有志が

ロンドンに集った．そして、11月，パリのユネスコ本

部でこの機構実現化の計画が練られ，翌’47年5月に準

備委員会設立のための会議がコペンハーゲンで開かれ

た．さらにt翌’48年5月にパリ・で開かれた会議で，こ

の準備委員会は，同年8月プラハで開かれるユネスコ

主催の世界児童教育セミナーに引続いて最初の幼児教

育世界会議を聞き，各国の政府、多くの組織，および

個人が参加するよう招請することを決定した．

　OMEP世界会議と主要議題

　こうして誕生したOMEPの第1回世界会議は，5

大陸を代表する18か国の参加により，ミルダル夫人を

初代総裁に選び、相互の援助と協力のための組織的な

国際機構を設けることの可能性を中心議題に討論がな

され，まもなく各国委員会が11か国に設立されたので

ある．

　1949年8月には，パリのユネスコ本部で，第2回会

議がアレン女史を総裁に開かれた．この世界会議では，

33か国の代表が出席し，OMEP規約が採択された．

　その後，世界会議は、次のように隔年（第13回より

3年ごと）開かれた．（「」内は世界会議の主要議題）

　第3回，1950年，ウィーン（オーストリア）．「幼児

の基本的要求」総裁：エルピニエール・ルベール女史

（Madame　HerbiniEre　Lebert）．フランス．

　第4回，1952年，メキシコ市（メキシコ｝．「幼児の

ための就学前の施設における社会的役割」総裁：同上．

　第5回．1954年，コペンハーゲン（デンマーク）．「幼

児教育のための教師の選択と訓練J総裁：同上．
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　第6回，1956年、アテネ（ギリシャ）．「家庭の内外

で生活する子どもの1歳時期の重要性」総裁：フレン

スマーク氏（　Harald　Frensmark）、デンマーク．

　第7回，1958年、プljユッセル（ベルギー）．「幼児

教育における連続と統一との重要性」総裁：同上．

　第8回、1960年，ザグレブ（ユーゴスラビア）．「遊

び一幼年期に不可欠のもの一」総裁：グディコーンツ

博士（Bess　GoodykoontZ　）．アメリカ．

　第9回，1962年，ロンドン〔イギリス）．「幸福で健

康な次の世代」総裁1ガ・ソパード女史（Miss　Hazel

Gabbard），アメリカ．

　第10回，1964年，スト・・’クホルム〔スウェーデン）．

「激変する世界のなかの子ども」総裁：スカール博士

（Ase　Gruda　Skard｝，ノルウェー．

　第11回，1966年，パij（7ランス〕．「子どもの生活

における大人の役割」総裁：同上．

　第12回，1968年．ワシントン〔アメt）カ）．「児童の

権利一その可能性の実現一」総裁1ニヤレー博士：〔G．

Nialet｝，フランス．

　第13回，1971年，ボン〔西ドイツ｝．「幼児期におけ

る遊びの教育的役割」総裁：同上．

　第14回，1974年，カラカス（ベネズエラ）．「幼児教

育の目標」総裁1同lr．．

　30年たったOMEP

　このようにLて発展してきたOMEPは．発足以来，

今日でちょうど30歳を迎えたことになるが，加盟して

いる各国の委員会とともに，その意義と影響はしだい

に増大している．いかなる個人あるいは団体も，人種

や主義や国籍や政見などを理由に，この機構の会員資
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格から除外されることはない．OMEPは、宗教的，

政治的および人種的な見解の異なる大人たちが，幼児

の福祉と発達への関心を促進させて家族の基礎を強固

にするために、共に協調して働くことができるという

ことを世界に示し得るのである．

　こうしてOMEPは，幸福な児童期と家庭生活を助

長することによって，より深い国際理解と世界平和と

に寄与すること、子どもに関する研究上の多大の知識・

技術の取得を助長すること，および子どもの要求を満

たす機会を与えることを目指すもので、その目的の達

成に協力しようとする人々や組織のために．機会や可

能性をつくり出し．各国のいろいろな専門の代表者に

会合の場を提供しているのである．

　なお，OMEPは、子どもの発達，健康、および一

般的養護の問題についてはUNICEF（ユニセフ・国

連国際児童緊急基金iと，教育や成人の訓練の問題に

ついてはUNESCO｛ユネスコ・国連教育科学文化

機構）と、また家族のための好ましい環境や望ましい

生活条件に関する問題についてはECOSOC（経済

杜会理事会）と，それぞれ協議できる体制をそなえて

いる．

　わが国が加盟表明したパリ会議

　ここで，冒頭にあげたOMEP第11回固際会議のこ

とにもどって，当時の会議の模様をあらあらまとめて

みよう．

　この世界会議が開かれたのは、1966年7月18日から

23日までの6日間，ハ‘1のエ・’tフェル塔にほど近いユ

ネスコ本部である．翌月，ソ連のモスクワ大学で開催

される国際心理学会議への出席などを兼ねて、わたく



●． ．　・　　．・　　．・、φ三ご＾・．±・〔　．．．：．．＿“・」「●，♂

モ禰・譜

”ぐリ　・ユt・スコ本部

．一は，1．1本から団体参｝川した20放人力ものとは別に率

5虫で出発L、現地て．．．　会期．ノ）間，二の訪問L月に接触す

ることかて／i’た，43か川から800ノ＼以．ヒの幼！l己教育関

　　　　エ
係．者か、前掲の中．L・テーマをいだいて集った本会f皐iは、

フランスtT／，．文部；，保健，外務芥省力後援ノノもとに，1司

時通訳ノ．ノ設備ソ♪．ちる会場ノ．：，大講義主1第1号室　て．開

「崔きれノニ，

　世界会議初日‘月砧！：の午後3時．　ニノ．ノ広人な第1

号室で．開会式挙f．丁．　之剖二省を二Lめとギる酵］催匡］ノ）E

記各省ゾ｝役ノ、、関係国刀大使館聾，およひ．コーネスコ力

関1系．者なと．∵ソ臨‘i｛t：つもと：こ．　約1，000人’．】～Fl］席Lた．

フランスLtf：1氏ノノコー一ラスにはしまり，本会議ノ．｝、議1く役

を務ゴ）るフランフ、k相』ソーン．二氏‘．　M．　Christian　Fouchet　l．

OMEPフランて国内．委∪｝．ミルヘー「し．女史、　OMEP

総裁，オ7．ロ．大学教授心理学・．ス号一・攻史刀あい

さつかあ．．ンた．会議｛1～「は英1ム「面Dτ｝；・T」ほか，プランス1．£1

内委貝会ノ醍案て．；．≡めニス’．可ン．語がrl川．」さ’Lた．

　世界会！

て1ま、かい．せん門近（ク）ボー’レ．・バレリー1．P

IX　I’一　・J・学校か第2会場

児教育施‘、又

どもc「）生活と親

ウムかあリ

研究発？Cr〃行わ力．た．

っているPaul　Va長ry　it、　H↑．・rk

t”’．し．委ほ会や間ドェ内ゾ」．．丁・恒

会ゾ．ノ組識と保13’r・校保母協会／”’）f’．｝：事三に関する図．？

どカ・展・］こされた．

　21［．．いtc曜．の午後：二は、ブーローニュの．森IBois

de　Boulogne．近．1ノ．｝フf．．．シニ通り　I　Avenue　Foch‘

1．二11仁！しえご18fi！」，．人ミス1］！｛フ（’：ご．　121，IF．1ニク〉才L『こ，　！、tJ　l丘・；1；

ノ）幼児施設．保十「所1保育学校，遊r／Lご場，　」’・供図書二館．

tlti，kプール．劇場、児童余暇．剛iセンターなど1の．見

学二．現地の公会堂そf’　i廷1て多大力歓待を受けた．

　　　　　　　　　　　　　　　　tセ．．‘牟／’．．．」E挙三母首．

　　　／一ンレクチュアと総会が二の大講義

　　室で．行われ、　また．　各国ク）関係．者・による

　　映画もこ刀第1．号・宅でヒi映された．わが

　　国ほi本OMEP準備委員会i：t．日私

　　幼製作の映画「．ともだち．．をト映Lて、

　　きわめて好評を博した．

　　　大ホールて．は，前記フーシ：文相によ

　　・．’て開幕きれた美術国際展か，同国内展

　　ヒい一．し．三：二催された．　また，　広い↑寺イr

　　室で．は，！「f・会議の中心テーマに関連して

　　書力・2Lたt吐界各国・」〕幼r，巳画など、関〔系各

　　国から出品されノこ幼児教育資．料か．展，Fさ

　　れた．

t，21．：ll．：1　．：19日．カ㍉’＞4日日　「21日l　lこカ．tlt

　　　　　　　　　　　　　　　　、　aul　ll’atEry　1

　　　　　　　として用いられ．「幼1尼教育や幼

．w lこttii＋る蝿ノ）役割二．之fヒゾ）」菜し・に基つく∫’．

　　　．．といったテーマて．、講演やシンボシ：．

　，また，そtLについてゾ，討論や？1一国から力

　　　　　　　三ら：二、　．ニゾ）’：子校ヒF轟合．．せにな一

　　　　　　　’日．＝’s　”．バノ‘でも、会期中，児童」元

　’”／’e’一．1　ゾ白メ：；二．よる展’ド物，フラン．ス．委員

　’：」こ’1t．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt“．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く’．＝玉
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　未加盟国の加盟表明

　こうして会議が順調に進行していく過程で，スカー

ル総裁は，毎日，まだOMEP国内委員会が結成され

ていない各国に、将来，その委員会が構成されること

を期待して、その代表国を迎え入れていた．したがっ

て，当時、そうしたOMEP未加盟国の代表者は，自

国の問題や計画について語るとともに，加盟の希望を

表明する機会が与えられたのである．

　わが国の場合，5B目（7月22日）の夕方，第2会

場で，われわれ日本人だけに対するレセプションが催

されたのであるが，その席で、今は亡き日本保育学会

副会長小川正通氏が、山下俊郎国内準備委員長（日本

保育学会長）の英文メッセージを朗読された．その内

容は「巳本の準備委員会が認められ，次回から日本が

正式参加を承認されることは，本会の発展ともなる」

というものであった．日本に対する総裁の暖かい好意

と，当時の楽しいふんい気が目の当りにほうふつと浮

んでくる．

　そして．最終日（7月23日）の朝，未加入数か国の

代表による公式スピーチが，アルファベット順に5分

間ずつ行われた際，小川教授が，わが国幼児教育の問

題点を発表された

　このあと，午前10時．さきの本会議で講演をしたユ

ネスコ理事長ルネ・マユ氏（M．R㎝6　Maheu｝の臨席の

もとに，閉会式が行われた．このときも開会式の場合

と同じように，リシャール・バルディ（Richard　Valdy）

合唱団によるすばらしいフランス民謡のいくつかが歌

われた．

　会が終ると、モーターランチでセーヌ川を遊覧．そ

して，夜，リュテティアホテル（Hetet　Lut6tia）でサ

6

ヨナラパーティー．参加者約500人、7ランX委員会が，

ブルターニュ郷土芸能団のフt一クダンヌ．やフォーク

ソングを振舞えば，客側も各国のお国自慢を飛入りで

演じるなど，国際色豊かな会であった．そして，各人，

次の第12回大会が開かれるワシントンでの再会を誓い

合って，別れとなった．

　幼児教育の発展のために

　これによって、わが国の準備委員会は認められ．1968

年1月，「OMEP日本委員会」として正式にOMEP

本部で承認されたのである、こうして日本は，第12回

会議からはじめて正式に参加することになり，山下委

員長，日名子太郎常任委貝、多田鉄雄委員が正式代表

として出席した．

　以後，OMEP世界会議は3年ごとに開かれること

になり，その間，次の世界大会の中心テーマをめぐって、

初年度に加盟各国の国内会議，次年度に地域会議（日

本は，オーストラリア，ニュージーランド、フィリピ

ンなどとともに極東大平洋地域に所属〕で討議を重ね

た後．世界会議の開催に向かうことになったのである．

　このようにして、OMEPは、その後ボン（71年），

カラカス（74年｝の各会議を経て，明年8月22日～29

日、ワルシャワ（ポーランド）で第15回世界会議の開

かれることが予定されている、その主要課題は「子ど

ものよりよき発達のために」となっており、この統一

テーマのもとに、「子どもとおきて」（第1分科会）．

「子どもの発達の問題」（第2分科会）などの分科会が

もたれることになっている。このワルシャワ大会の成

功を期待するとともに，わが国幼児教育の発展のため

にも、保育界からの多数の参加を望みたいものである．



世界の児竜と母性

スウェーデンの労働者階層の
若い母親たち

やま　　　　さき　　　　みち　　　　こ

山　　崎　　道　　子
国立精神衛生研究所児童精神衛生部

精神発達研究室E

　はじめに

　本題にはいるまえに，スウェーデンの市民生活の概

況について触れておきたい．

　スウェーデンは，社会保障が「揺りかごかち墓場ま

で」といわれ、すべての国民に行きわたっている，社

会福祉の最も進んだ国としてあまりにも有名である．

過去40年間，政権を担当してきた社会民主党の社会福

祉への力の入れ方は他に比類がなく，国家予算の40％

以上を占めている．高福祉が国民の税金で賄われてい

るからには，当然の高負担に，さらに募る物価高に国

民の不満も広がっており，社会民主党の次期政権の座

が危ぶまれていることも伝えられる昨今である．

　年収3万クローネ（約180万円）の低所得の子ども2

人家族で35％，7万クローネでは47％の税金がとられ

る．その結果は．自由主義社会でありながら，徹底し

た富の平均化が行われており，社会圭義国家をしのぐ

程になっている．

　国民の生活状況

　国民の医療・教育・住宅・労働・文化・公害問題・

老人や青年の諸問題など，いずれも欧州の先進国のな

かで，最も行きとどいた制度をもち，諸対策が進んで

いるといわれる．

　国民の平均寿命は78歳で，先進国でも最も長寿国と

して知られている．

家族数別世帯構成の割合は次の通りである．

　　1人世帯　　　　　22％

　　2人世帯　　　　　28％

　　3人世帯　　　　　　21％

　　4人世帯　　　　　　17％

　　5人またはそれ以上　12％

核家族の割合は先進国のなかで最高率を示している．

スウェーデン

フランス

イギリス

アメリカ

スイス

西ドイツ

96．0％

89．9％

87．6％

85．8％

84．8％

84．2％

　市民の生活

　38％が個人住宅に住み，残りがコンミューンや公団

のアパートに住んでいるが，その広さや設備は近年著

しく改善されて，1部屋と台所の狭い住宅に住むもの

は5％にすぎないといわれる．公害のない，美しい地域
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環境の維持が，行きわたった都市計画のもとで進めら

れている．1例をあげると，家屋の新築や増築どころ

か，外装のペンキの色まで許可が必要で．周囲との調

和を乱さないように配慮が要請されるということだ．

　大抵の家庭に冷凍庫があり，台所設備は水準が高く，

スーバーマーケ・・！トなどにみられる質のよい全・半加

工食品の存在が，主婦の家事労働を軽減させている．

　男女平等もかなり進んでおり，給料・賃金の面でも

先進諸国のなかで最も格差の少ない国であり、150万人

の有職婦人（全人口810万｝のうち，従来は男性労働者

の分野とされてきた重工業分野への進出も近年めだっ

ている．

　教育の普及率は高く，義務教育は9年間で、高校進

学率は85％に及んでいる．現在進行巾の新しい学校制

度では、生徒一人一’人に，各Plの関心・能力・条件に

応じて，成長の機会か与えられるべきであるという考

えか適川きれている．学校の教育が家庭にもちこまれ

ることは少なく，r・どもたちはのびのぴとしておU，

休Hともなると家族そろってハでキングなどに出かけ

る．ノ｛学など高等教育の在籍者は．該当年齢層の30％

である．ノく学生活はかなり経済的に厳しいものが多く，

年間1、200クローネ｛7，8万円程度［の奨学金の支給を

ほとんどの学生か受けており，このインフレドではと

ても足らず．アルバイトに迫られ，大学生の不満は強

いヒいわれる．

　学歴はさして重要でないか，余暇の利用として成人

学校、夜問の職業学校，青年会などの利川者か多く，

楽しく生活することを重んじている．

　フリーセ…クスの国スウェーテ’ンといわれているが、

結婚してからはただ一人の配偶者を守るし、男性も結

8

婚後は一人で夜遊びに出かけたりしないとのことだ．

　以上概略したように，進んだ．整った福祉国家の人

たちの家族生活や，家族内の人問関係や，母親の養育

態度などに、さらに興味がもたれる．だが，その方面

の文献を手に入れることは容易でなく，詳細なことは

あまり知られていない．

　現代の母性についての意識鯛査

　すでに世界青年意識調査報告書蝋Uとして公表され

ているが、先進国である西欧諸国，開発途ヒ国、社会

主義国と．さらにわか国を含めた11か国の青年の意識

の比較調査の結果は，青少年と母親との関係に，わが

国と西欧諸国との間には差かみられ，なかでもスウェ

ーデンとは顕著な差がみられた．わが国の母親たちは

青少年（子ども）と感情的に同一化し、母親にとって

1’・どもは生き甲斐であり、したがって期待感が強く，r一

どもにとっては強い圧力にもなっておリ、受験の過当

競争を招いている．他ノ∫、スウェーデンでは、∫・ども

は幼児期から一個の人格とLて扱われている．思春期

の年齢になると、不当に禁止される二とも，進学に圧

力をかけられることもなく．r・どもの希望や適性にL

たがってノ元向が決められる．18歳になるとほとんどの

t”どもは家を離れて生活する．福祉国家スウェーデン

では老後保障が完全に行きわたっているから，親が老

後をr一どもに託す必要のないことが、　「どもに過剰期

待をかけなくてすむ人きな要因になっているとみられ

る．

　以下は1970年代の初期に，人U45万のマルモ市で実

施された調在結果からひきだされた労働者階層の若い

母親たちの意識であり，そこにはf’・どもたちとの関係



や，母親の養育態度が示されている．

　調査対象は，学齢前の子どもをもつ30歳以下の労働

者階層の母親たちであった．方法は、個人面接調査に

よった．調査結果には，労働者階層の下位文化が影響

しているが、一般化される面も多くみられた，と著者

（eLS）は述べている．

　調査の目的は，現代の母性を特徴ずけているきわだ

った面を明ちかにすることにあるとしているが，労働

者階層は家族内対人関係や，子どもの養育態度に，概

して保守的傾向が強いとされており，労働者階層の母

性のノルマのいくつかをみつけることにより、現代の

傾向を明らかにしようとしているように思われる．著

者の示すいくつかの傾向を挙げてみる．

　消費の新しい使途一与えることと報われることの倫

　理一

　以前は，親が子どもに支出するのは，通常は必需品

の購入のためであった．そして両親は，子どもにかけ

る支出を、将来、子どもが自分たちの而倒をみてくれ

るのだから，報われると考えていた．しかしながら現

代の親たちは．このような考えh’を望まなくなってお

り，感謝の気持などを示す．子どもの直接の反応に，

強調がおかれるようになってきた．

　子どもたちにかける支出は，確かに変化してきた．

玩具やスポーツ用具などは，ほかの物価に比べて比較

的に安価で，あまり値上りしていない．子どもたちは

玩具や衣類をあれやこれや買ってもらう．事実，子ど

もたちは家庭の支出の中心になることも多い．子ど

もたちが多くの物を受けとることは，物質的な感覚の

変化を意味するが，精神的意味も大きい．つまり，強

世界の児竜と母竹．

調は，「多くの玩具」におかれるよりも，「受けとる」

ことにおかれる．

　今や，子どもをもつことは，支tHの新しい使途を意

味する．支出について語るとき，母親は子どもに使う

金額を強調し，同時に，子どもの感謝の念の重要性を

強調した．贈与するものと，受けとるものとの，この

相互作用は，非常に明白な精神的影響をもっている．

感謝の念が子どもの側に要求される．

　それは、直接的な感謝の行動にとどまらず，礼儀正

しさ，正直，手を洗うことなどのような親の要求や期

待に，子どもが主体的に反応することも含まれる．

　「感謝の念」とは、社会学者ジンメルによると，受

けとった贈与は，決して返し得ない意識として特徴ず

けられる．感謝の念が生む著明な関係のなかで，受け

とるものは，贈与者に対し，ある永続的な位置におか

れることになる．子どもは，受けとった贈与により，

永続的な精神的要求が課せられることになる．これら

の要求は．子どもが贈与を受けとることの貨幣の裏側

として，苦い、甘い，の関係でみられる．

　なかでも感謝の念の要求は．この調査では年齢の高

い母親たちに強く現われていた、若い母親たちも子ど

もにかかる支出の大きさを強調したが，そこでは，か

の女ら自身が「間違った行動」をとっていることの反

省もみられた．

　ある若い交換手は，「母親たちは子どもに弱い・望

んでいるよりも多くのものを与えてしまう．母親たち

は子どもを溺愛している」と述べた．

子ども中心

子どもは新しい状況に順応する能力をもつ存在とみ
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の家の窓からみえる範囲にあるのだが．

　あかの他人に幼児の世話をしてもらうことは、これ

らの母親たちの多くを概して不快にさせるようにみえ

た．母親たちの大部分は自分たちの子どもを他人に世

話させることに反対した．労働者階層の下位文化のノ

ルマでは，子どもは母親の注目の中心におかれるぺき

であると，非常にはっきりと述べていた．

　要約すると，下位文化のノルマに従って、子どもは

母親の注目を独り占めする権利をもっており，子ども

は支出の中心であり，母親の注目の的であり，精神的

要求の中心であった．

　しかしながら一方では，子どもが母親たちの生活の

すべてになることに反対して．母親たちは．ある境界

を設けるべきということを述べておリ，ノルマをはっ

きりと認めることができた．

　削減の意識

　スウェーデンは，避妊社会として特徴づけられてき

た．

　子どもたちの存在により課せられる新しい削減は，

親の生活に確かに現れる．経済的水準、行動の自由な

どはまさしく減ヒられる．母親は新しい生活を制限さ

れたものとして経験しているが，母親にとっては，こ

れらの制限は，ある意味では自発的なものなのだ．あ

る母親は，「母親たちは，子どものいなかった時のよう

に自由はない．母親たちは責任があるし、子どもから

離れることはできない．とにかく、母親たちは子ども

が大切なのだ」と述べた．2人の子どもの母親は，「母

親たちは，確かに子どもに縛られている．ときどき

つまらなくなることも確かだ．だが，子どもをもつこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界のva－｛と母性

　とを自分で選んだのだから」と．ある母親は，「まえに

　は夫婦でよくダンスに行った．それはもう不可能だ．

　だけれど．このことはわかっていたのだから問題はない．

　とにかく，娘はわれわれの最大の関心事だ」と．

　　ほとんど例外なしに，そして、まさに同じ言葉で，

　若い母親1＝第1子をどんなに望んでいたか話してく

　れた．

　　母親たちの新しい生活が，制限されたことは確かで

　ある．ある意味では、子どもは、母親たちの心理的生

　活を独り占めしているようにみえた．しかしながら新

　しく思えるのは、母親たちの大部分が，このような仕

　方で、自分たちの状況を解釈していたということであ

　る．母親たちは制限されている生活をある程度認知

　していたし，子どもが心理的中心であることも知って

　いた．制限を知ることは重要である．制限されている

・ 状態を知ることによってのみ，制限を越えて進むこと

　もできるし，子どもとの距離を保持し，境界の重要性を

評価することもできる．さらに今日では，母親たちは、

　妊娠に対し、その運命を明らさまに責めることができ

　ない．「われわれはこの変化をわかっていた．……自分

　たち自身が選択したのだ」と述べているように，自己

一意識的な個人化された責任の感覚から，独特の種類

　の諸条件を形成するように思える．

　境界保持の試みにっいて

　母親たちの支出・注目・要求・夢・願望は，子ども

たちに的を当てているが，これらの態度や行動は，責

任の下位文化のモラルに深くかかわっているように思

われた．この責任は，個人化された自己一意識的種類

のものであるように考えられた．そこで，責任のモラ

11



ルは，また、子どもの絶えざる侵入に対し．一定の境

界の保持を含むようにみえた．見苦しくない母親であ

るためには，母親たちは、子どもが自分たちの生活の

すべてであi）　t最終的なものになることに反対して．

一定の境界を確立するようにすべきであると強調して

いる．

　物理的な意味での一定の境界を保持するための試み

が，労働者階層の母親たちによってなされているが，

少し採りあげてみよう．

　現代の親たちの多くは．かれら自身がfどもだった

ころは狭いアパー1・に暮していたが．この20～30年の

問，住宅政策か行きわたり，住宅は広さや設備の面で

格段の進歩を遂げた．調査対象者たちのアパートは，

なお狭い例もあったが，多くは最も現代的な設備をそ

なえていた．

　母親たちと子どもたちとの境界を保持するために，

「大きな部屋」と呼ばれている居間に，子どもははいる

ことを許されていなかった．

　居間はすてきな家具を備え，だれかが突然立寄って

も，いつも整頓され，清潔な場であることが必要だし．

また，母親と父親が夕べのコーヒーをのむ場所であり，

友だちと会話をもつ場所である．

　若い労働者階層の母親たちにとり、境界保持の二者

択一は何であるか．これらの母親たちの少数は仕事を

もっていなかった．また知的な，構緒的な精神活動が

要求される他の仕事をもつようにも思えなかった．中

流階層や上流階層の母親たちは，子どもたちに侵され

ない場をもっている．面接した労働者階層の母親たち

は、代りに，物理的意味で境界を設けることを試みよ

うとしているようにみえた．そこで，子どもたちは「大

12

きな部屋」にはいることが許されなかった．大きな部

屋は大人の場所であるから．

　要約と結語

　現代の母性をきわだたせるものは何か．スウェーデ

ンは避妊杜会として特徴づけられてきたが，このこと

は．必ずしも合理的に計画されて親になることを意味

しない．だが親になる二とは，計画されたものであろ

うとなかろうと，避妊の環境のなかで生ヒることを意

味している．当然、計画されて親になることの可能性

は大きいし，促される．たとえ受身で子どもをもった

としても、今では当人の意志によるとみなされる．そ

こで、明確な個人化した種類の責任が生ずるようにみ

られるのだ．母親として見苦しくない限界を示してい

る．家の鍵を子どもに預けて勤務に出る母親のことが

しばしば引用されるが，現実にはみつけることがそう

容易ではない．

　第1チの出産の時期は、母親たちにとt）　，合理的に

動機づけられていた．

　母親たちは子どものための支出の大きいことを強調

したが，子どもがこの贈与を受けとることは，感謝の

念．従順，よい行動の精神的要求を伴っていた．さら

にr一どもの感情や行動は、母親の注目の的にされてい

るようにみえた．「私は家庭にとどまり．子どもの世話

をし，子どもの成長をみとどけたい」と．母親たちは

個人化された感覚から．子どもが他人の世話を受けと

ることが，モラルに外れることに思えるのだ．「母親が

子どもを世のなかに出したのだから，斑親は子・どもの

世話をするのが当然だ」と．そこで，これらの労働者階

層の母親たちの大部分は「保育所が有在するのは保育



世卑；1’1巳砧ヒf’ltf．

所を必要とする人たちにとってはよいことだ一と述べ

てはいるか，かの女たちにとつて保育所は自分や自分

のr・どもとは関係のない，相いれない場所にうつ．って

いた．

　母親たちは人間としてのltどもの考え方を強調する

が、　siどもに的を当てる注目は強烈であった．見苦し

くない生活のモラルは．物質的な意昧においては，生

活の確実なfll　Jiを含んて．いた．．卜分な設備の整った家

屋、見苦Lくない服を着た子どもたち，客か不意に立

寄ったとき案内できる清潔な居間を意味した．さらに，

精神的に見苦しくない母親であるための生活には，子

どもとの一定の境界を設けることの重要性が含まれて

いた，そのために居間には］㌧どもを入れないやり方を

とっていた，居間は両親の場河千であるのだ，

　労働者階層の母親たちにとって、明白な物理的境界

の保持は，母親自身としての生活の場を保つために残

されたただ一つの二者択一であり、二の意識的な境界

の保持は，責任の個人化の裏側であるように思える．

　この独特の緊張は，労働都皆層の母親たちの‘k活を

特徴すける中心的なものに思えた．拡大する支出．強

烈な注目、心理的中心になる子どもたち．そのために

．1’・どもか，母親たちの生活のすべてであり．最終的な

ものになることに対して，境界を保持しようとする良

識的試．みがなされているのた．．

　本題の内容はF記に全面的に負っている．

Se］lerberg．　Ann・Mari：The　Llfe　of　Young　Working－

Class　Mothers　in　Sweden．　ilJournal　of　Marriage　and　the

Family．　May，1975．／

　スウェーデンの児童健全育成対策に関しては．本誌

第2号ば976年4月）を参照されたい．

　その他の参考文献

1）世界青年意識縄在轍告i｛｝二、総理府i’i．少午対策¶部．il，1・Fi148年

　71〕．

2）昭和48年・昭相49Sf．度H紀㍉．～㌔樹ト派田川曽｝i」㍍幽F．総理府1↓］．

　少年t」策本部．

ミニ紹介1：国立エクノス女∫・］：級教護院

（EKNAS　SKOLHEM‘一エンケヒン

スト・クホノしムの北西80キロ．広大な森に囲まれ

た施設で，13～20歳の非行女児を収古．非行内容

は主として麻薬と売古．非行児は児童法ヒーt，i一少年

法に基つき，親のノ斥諾なLに収容される．寮舎は

閉鎖寮と開放寮にわかtL、総定員27人．15歳児以

ドは義務教育を，16歳児以トは職業教育を・乏ける．

学習・裁縫・家庭科・理科教室、セラヒ．．・室．｛本

育館力・あリ．体育館に．汁・う＋かある．　L・H曜：，t

休．みて．外出できる，地域社会とゾ］交流もある．巡］

10．1－－26クローネ」ごX；〉，　．1クローZ＝Xj70111‘
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トルコにおける母と子の施設

メディム・ギョエケルMEDIMGOKER
t±1日ト・レコた使館之化参ヱ1部’

　保健医療サービスの概略

　ト’レコにおける母子編祉は、£tFt　j：の身体的・社会的・

心理的健全育成に関連Lた業務と制度を対象とし，と

くに親による止当な保護と指導を受けられない児童の

問題に力をいれている．

　児童福祉は逐年ますます杜会的e一ビスを強調して

いるか，あらゆる開発途上国においては，恒常的な公

衆衛生と医療サービスを、まずもって組織化せねばな

らない．このことは母子死亡率が，その国の児童福祉

の進歩の度合のおもな指標になっていることでもわか

る．トルコの場合も，初期には児童福祉の主たるプロ

グラムは、小児病院，保健所，子どもに予防接種や免

疫接種を行う巡回班のような健康サービスであった．

　トルコの一般的な保健制度は，いくつかの私的施設

とならんで．州，大学、軍，勤労者保険総合病院から

成っている．広範囲にわたる無料保健サービスか，東

部の24地区で行われている．これは4段階に組織され

ている．基本単位は，村の助産婦に指導される「保健

の家」で，平均2、OOO～3，000人を泰f象としている，現

在2，250の「保健の家」が，医師の指導のもとに860の

支部を構成している．そして67か所の保健所から成る

第3段階には，59の一一般病院と6つの産院がある．

　家族計画と小児死亡率

　トルコ政府は家族、言h亜iを重ト見してきた．とくに1965

年，計画出産のための特別法か」也過して以来，家族計幽

のためのクリニ・クは，ゼロからはじまって1970年に

512か所になった．農村に対しては．これらのクリ＝ワ

クは巡回診療班によって援助されている．この計画の

目標は，毎年．妊娠可能な年齢の婦人の少なくとも5

バー セントに対して，家族計画サービスを行い，1977

年までに約400万人の婦人を教育し、トルコの人u増加

率を．現在の1，000人当「♪26人という高い水準から低

下させることにある．

　トルコでは全入口に対して0歳から14歳までの児童

の占める割合は非常に大きい．1955年には39．4％であ

O，1975年には42％である．一方，0歳から5歳まで

の乳幼児の死亡率は、成人死亡率に比べてかなり高く

なっている．

　一般に農村では，ほとんどすべての女子はとくにひ

どい障害がないかぎり結婚し，結婚しない婦人は0．2％

（多くて1％）であ・る．女子の67％は16～19歳で結婚

するが，農村ではこれが15～18歳となる．いいかえれ

ば，農村では女子の4分の3が20歳前に結婚すること

になり、高い早婚率はそのまま多産につながっている．
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統計によると．トルコの農村では，婦人は50歳までに

6人を出産する．婦人の約半数が結婚後1年以内に母

親となり，90％が4年以内に母親となる．以上のこと

はすべて，質と量との両面において母子福祉の重要性

を示している．

　しかし高い出生率は，とくに1歳前の乳児の比較的

高い死亡率によって，プレーキをかけられている．農

村では1歳以前の乳児死亡率は，死亡者1，000人に対

し168人と非常に高くなっている．トルコ全体の乳児

死亡率は，死亡者1，000人中153人であり．都市では113

人となっている．最近数年間は．産科・小児科設備の

増加と，農村への家族計画の施策の浸透とによって，

乳児死亡率は穏当な水準まで低下してきた．

　農村婦人は平均6人を出産するが，世論調査の結果，

80％以上の婦人が、多くて3人の子どもしか望んでい

ないことが明らかになった．とはいうものの，文化的

背景や社会的価値による制約から，農村では独身女性

は普通であるとは思われていない．農村では日本と同

様，見合い結婚が行われており，男子の家と最も親し

い親類の婦人が，娘の家へ行かされて縁談をまとめる．

婚姻にあたっては、子どもを産むことが最も重要な要

因のひとつとして考えられている．

　母の施設と子どもの施設

　トルコにおけるこのような事業の第一歩は，肺結核，

トラコーマ，マラリヤ，栄養不良などの疾患とたたか

う公衆衛生として，50年ほどまえにはヒめられた．伝

染病根絶計画は、農村の助産婦によって，衛生の初歩

的原則を啓蒙するというかたちで行われた．

　WHO（世界保健機構）やUNICEF（国連国際児童

世界の1尼童と母性

緊急基金）の援助を伴う公的財源の増加により，政府

はこれらの基本計画を実現することができた．現在で

は，出産前から出産、出産後を通じて．母親に対する

無料の健康管理が州立病院と保健所で行われている．

　児童福祉施設では．子どもを最適の身体的・情緒的

条件のもとで養育するための，専門的助言がなされて

いる．そのほか．学童の保健，予防接種と診断，精神

薄弱児のカウンセリング，非行少年の矯正施設などが

あり，とくに最近10年間は，都市で保育所や託児所の

開設がある．

　保育所には公営のもの，職場や工場直営のもの，と

きには私営のものがある．保育所は，おもにイスタン

ブール，アンカラ，イズミール，アダナ，エキセヒー

ルなどの大都市に限られている．3歳までの乳幼児

を受けいれる託児所は，ふつう工場や大きな官庁など，

多くの母親が働く可能性のある職場に設けられている．

また，2歳～6歳児を対象とする保育園や、学齢前の

4歳～6歳児を対象とする幼稚園には，公立のものと，

個人によって運営される私立のものとがある．

　恵まれない子どものために

　不幸にして，・すべての父親や母親が子どもに愛情を

抱いているわけではないし，愛情をいかにして表現し

たらよいかわからない親たちもある．そのためトルコ

では，そのような恵まれない，ないがしろにされた子

どもたちには，特別な保護が必要であるとして，60年

ほどまえの立法で，かれらを監督し援助するための制

度を確立した．1921年，児童福祉協会（Cocuk　Esirgeme

Kurumu－C．　E．　K．）が，恵まれない．ないがしろにさ

れた子どもとその母親を，出生前から出生後まで援助
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するLl的て．削設された．協会の．乍部はアンカラにあリ、

支部は1・！Lコ各i也にある．協会はそれらク〕1’『どもゐた

め
：　二 ．　　　 言輻　LfこF三’｝．30、　　　 th～f「　F｝∫F1 8，　　　総～㍗一tf｝－j　i：完16、　　　e」k三 傷ヒ　 1

　
．　　　
幻
」

賄丁［剥2，　食ド’ト．撫牢十fi己采合痢i．2を運亮’してL．・る．

　　1．ルコて．はC．E．　K．ゾ）施1没のほかにも，　1司様の・拮業

に携わ・．．．ている別．乃機関か．ある．1975年には約30．000

人v’T）ftどもカご，　こtLごププ）機1男ク．畦養］1戊」を’受“1｝メこI」｛，　ほ1ま

同数の∫・どもたちは，施設の不足か・’、．これらの且1む：

にあ丁かることができなか’．tた。

　Hacettepe大学と小児保健研究所

　アンカラ、イスタンブール，そのほかの主要都市力

プこ｛7：陸ミ’1ン：t｝1；に：ま．　母1’・嶺瞥ll．ク）アこめジ）クリニ．・：フK」ti：f，1・

か設1ナられている．そ豹なかて．1＝Fl．要なのは、高「享fi『護

’」芦f交、　1呆健↓支郁∫「！1：t支，　右．i護「〔子｛二Σて．あリ，　これら：ま1欠」寮

＋「一ビス＝力充実に“献Lている．アンヵラ大学にほ，

1965．年に設置された・ ［1べ療杜会センター一かある、こ

れらゾ」施、言黄の業皐責グ）｛三とんど（よ、　り己了巨力・母硯，　あるL・

：．こ両者をk・t象としたものて．．ある．

　こク）問題について語るとき．　ト’しコにお：十るユー；一

クな施設、Hacettepe．・・セ．・テへ‘．」“’］，：に触れな’ぺ

ては不完全のぞL．りを免れない．すな）／　．．／ちパセ・テへ

大学は肖ll設以来t母］㌧楠1：についてき」，．．・めて広範に寄

り・してきた．”haceビは． 要求．とカ・．必要．とか，・・

うこllを意昧し…tepe”：．11・．．．ヒか一1．川：．．ヒかを

意昧．．1一る，それゆえにごソ・紬llは，ノ、．マノ・要求や，恵

三h．：．．なL・人．．’、・に二、たえるli．．ン「‘il．1を心IIJ、．｝一る．

　ハセテー．．・Httcettepe・k「7・！．・　［i、t．／　t）t　i　tL　，1206if’・セ

Lシ．．．二．．7　ト　，L」」．．t．1．ぺ．1L　クン・η・．　i・イー↓．r‘．I　Kayseri　：二

他てた保査川．拒’：「：校　Sifaiya　に圭てさ．膓・／」：こ．る，　㌘

　　　　　　　　　　　　　　，
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　アン．カラジ．］小児病院で

イセリはカエサリア旦：Caesarea〆1・アシ「ア7）“iい．名．利い

時代すなわち占い時代，中央ア十トリアで有名な市で，

こ二に．㍗し．タンは、妹．のゲペー．1いt，シペCGevher

Nesibe：‘E女の要碕で．病院と医学校を建’ごた．　2つは

別々の．建物にあったが．建物は連結され，共に携．えて

機6εした．　スtLタンとll．女は2つプ）施、没を維持するた

めの基金を設；†たか、二の施設は20世紀初∬1まて．．機能

L続けてきた．そ．の問．建物；／）補修か必要とな・．．，たり、

IM’　d”1．ltJに困1’ii，：二廊：［kiしたリL．二ニヒもあ・．．メニ．　Lかし

1969年．ハセ・テへJg学ib．一部とし『．こ公式に復興Lた，

　tl．　i，U！tl　teil｛it「’A．7：i｝「5呈，；士ノ）’9”i●ミ1ま，　1954f「，　r戸ン　カランf，

Hacettepeヒよ1まれるlit　・V）1頁では1二ま1〕．　数午後に『」’i

．．1．二し．，　’］」，1己亭丙1：・こ　　Hacettepe　C【）ぐuk　Hastanesi　と　名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
【・1‘；†らゴLノこ．　1961．t卜，　E七療」．乞．t，ト∫⑯　f］．　Fオゴ〉”］s二，　・｝’c，至垂…．』デ：．　王「ド

”1’：療i：上、リ・・　Ltリテーシ．∋ン．ノ品i’手［1門をもつ保ぱ？・校

力・，　M［』．；’亡Fi斤．：二fit’、i．こざtiニグニ．19631i「，　・、．↓：　．．テ’・．、　J“11：：1’㌧”了1

脇・剖、1．～当L，続い二他ノ）学r；ilか、，了：．㌧’．ti．だ．1967　；9．．

：二は．一「’ン吉ラ「ξ1汐｝・：ノ）吉イセ：1ヒ’tでテ．．．＼　Beytepe



に分校をつくるたあの特別法が国会を通過した．

　ハセッテペ大学保健学部には、家庭経済の専修学校

があり，以下の3つの学科に分かれている．

　1．児童の育成と発達．

　2．家庭経営と家族経済．

　3．食物と栄養・

　教育課程は，初年度が全学生共通の基礎科目、その

後の3年間が専門科目である．3つの学部の卒業生は

全貝，病院．学校，児童福祉施設の職につく．教育学

のコースを併せて終了した者は，婦人のための施設や

保健学校で教職につくことができる．

　女性だけの理学療法およびリハビリテーション学校

は，養護学校の人員養成に特別にカをいれている．

　1954年に設立された小児保健研究所は，小児科学に

社会医療的，外科学的標準を導入し，胎児期から青年

期までの健康を増進し，幼児と児童の死亡率を低減さ

させることを目標としている．研究所は500床のハセ

ッテペ大学小児病院と密接なつながりがあり，医学部

学生，インターン生，レジデント，保健学科その他の

卒業生の小児科研修や，小児保健の指導的研究に、格

好の施設を提供している．

　病院行政制度

　現行制度は，2，000床のハセ・7テベ大学基金病院，ア

ンカラ郊外の貧民地区に出産用30床をもつギュルベレ

ン（Gtilveren）母子保健クリニ．ノク，アンカラに近い

エティムサ・ソト（Etimesut）で50床をもつ地方病院，

ハセ・ソテペ大学小児病院などで採用されている．

　トルコではこのほかに，母子の健全育成に重点をおい

た．中級の保健補導学校がある．また助産婦学校（Ebe

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

Okullari）は，医者が得られそうにない，事実望むべ

くもない農村で，出産の世話をする助産婦を養成して

いる．トルコ厚生省とトルコ赤十字の看護学校と助産

婦学校では，保健一般という重要な職務のために，若

い人材を教育し，訓練している．

　1961年に，フローレンス・ナイチンゲール高等看護

学校が開校した．学校のあるその病院で、120年以上も

まえのクリミヤ戦争の期間中，ナイチンゲールは英国

軍人のために働いたのである．ここの卒業生は，卒業

後一定期間t産院か小児病院で働くことになっており，

それに適したプログラムで教育されている．

　児童福祉の領域で，指導的役割を果している・のは．

児童援護育成協会（Yardim　Seven】er　Derne言i）であ

る．これは1928年に設立され，51の州と70の地区に支

所をもっている．この協会は，親からないがしろにさ

れた子どもや，その他の恵まれない人々に，手仕事を

与えて有意義な生活を送らせるとともに，作品を売っ

て収入を得させようと活動している．

　1個の動物が生長するのに必要な時間の総量は．ふ

つう動物の大きさによって異なる．猫や×は1年のあ

いだに完全な大きさにな1）　t生殖が可能になる．しか

し人間については，そのことは全く異なる．生れたばか

りの人間は，われとわが身をどうすることもできない．

成熟と完全な大きさには，15～20年以前では到達でき

ない．それゆえに、幼児ないし子どもと母親との関係

は，他のいかなる生物よりも根深くかつ長きにわたる．

そのことは重要であり，当然理解されねばならない．

この基本的事実を無視する社会は，みずからの存在と

幸福を愚かにも危うくするであろう．
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児童手当制度の最近の動向

さか　　　　　もヒ　　　　　きち　　　　　モう

坂　　本　　倍　　三

厚生省児童家庭局前児童手当課R

　はじめに

　「児童手当」という言葉は人口にかいしゃしている

言葉なのであろうか．昨年8F］私が児童手当課長に発

令された直後，周囲の人々に聞いてみて感ずる思いは

このようなものであった．しかし．「おいおい坂本君．

児童手当は廃11：Lては困るよ」という声も聞かれた．

そのように言う人はおおむね子どもを3人もっている

者である．わが国の児童手当制度は長い間の検討期間

を経て、昭和46年5月児童手当法成立によって始まっ

た．近々5年前のことである．ところが昨今，いろい

ろな観点から児童手当廃止論がかまびすしくなった．

いわゆる福祉見直し論の一つの的となっている．この

ところ児童手当制度は大きな岐路に立たされていると

いっても過言ではない．

　以下．現在の児童手当制度の概要を述ぺ，次に最近

におけるこの制度をめぐる論議にふれ，ご参考に供し

たいと思う．

　1．児童手当制度の概要

　わが国の児童手当制度の骨組みは次のようになって

いる．

　1．この手当はt3人以上の子をもつ多子世帯に支

給されている．

　支給対象は多子世帯である．やや難しい表現をつか

うと、義務教育終了前の児童を含む3人以上の児童（児

童とは，18歳未満の子どもを指す）をもっていること

が必要である．受給者は通常はその児童の父である．

児童手当はこのような父に対し，第3番目以降の子ど

も1人につき月額5千円が支給される．たとえば．子

どもが3人いてそれぞれ7歳、5歳，3歳と’しよう．

この場合1×5千円で5千円が月額となる．子どもが

4人いてそtLそれ10歳，7歳，5歳．3歳の場合は．

2×5千円で1万円が月額となる．他方、上記子ども

3人の場合．3番目の子どもが高校に進むと児童手当

は出なくなる．また、子どもが4人の場合，3番目の

子どもが高校に進学しても．4番目の子どもがまだ義’

務教育終了前であるから5千円にダウンして手当が出

る．なお，この5千円や1万円は毎月支給されるので

はなく、毎年2月、6月，10月の3期にまとめて支払

われる．

　このように児童手当は多子世帯を対象に支給される

が，その理由は、多子世帯は，一般に子どもの養育費

負担が重く，兇童福祉の観点から十分配慮する必要が

あ1）　一それもとくに，児童の義務教育終了までの期間
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が重要であると判断されたからにほかならない．私も

ときどき結婚の披露宴に呼ばれる．来賓の方々が．「新

郎新婦は新しく家庭を築かれるわけでありますが．家

庭かいつも平穏無事であるとは限りません．波風が立

つこともありましょう」などと言ったり，私もまた言

ったりする．家庭に波風が立つ場合はいろいろあろう

が．最も大変なのは，夫の失業，疾病であろう．これ

らの事件は楽しかるべき家庭を貧困のどん底につき落

す．貧困原因にはまた多子もある．勤めている会社な

どから十分な家族手当が出るとよいが，通常はそのよ

うなものは出ないか，出ても名目的で少額である場合

がほとんどである．なかには金持だから子どもを沢山

生むという人もいるかも知ttない．しかし．私たちの

周囲を見ても，平凡なサラリーマンで．男男と続いた

からなんとか女のr一か欲しい．あるいは逆に．女女と

生れたからなんとか男の子が欲しいというような人が

結構いるものである．

　2．児童手当を支給する場合には受給資格に所得制

限があり，金持には出ないことになっている．

　今年の5月，諸物価等の上昇にあわせ所得制限額を

引上げた．例を給与所得者にとると，両親と子ども4人

の6人世帯で昨年の年収が464万5千円を下回ってい

る必要がある．画親と子ども3A，の5人世帯ではこの

限度額は432万円である．これらの限度額は今年6月

1日から適用されている．

　3．支給費用の一部として会社などの事業主から拠

出金をいただいている．

　児童手当の費用をみると，昭和51年度では，国庫負

担分712億円．都道府県市町村の地方負担分356億円，

事業主負担分496億円の計1，564億円となっている．児

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童1lttit．

童手当は．全国民を対象にその多子世帯にあまねく支

給されているが，その経理は2本立てになっている．

一つは会社などに勤めるサラリーマンなど被用者のグ

ループ，他は，被用者でない農民・自営業者などの非

被用者のグループである．被用者グループのほとんど

は、厚生年金保険や船員保険の被保険者であるが，こ

f．L“．のグループについての費用は，国，地方でそれぞ

れ蕎、為を負担するが，残る轟は，事業主負担となっ

ている．また．非被用者グ’レーブについては，国，地

方のみがそれぞ2・L－k－，寺と全額を負担している．上記

の事業主負担分496億円は、被用者グループのための

費用として事業主からいただいているお金であること

にご注意願いたい．事業主負担分は，厚生年金保険等

の標準報酬の千分の1．2に当るものを、都道府県の社

会保険事務所などを通じ徴収させていただいている．

これは．サラリーマン1人当り約150F］　eu度を会社に負

担していただいている勘定になる．また、被用者グル

ープ，非被用者グループとも，市区町村長から児童手

当が支給される．

　なお，国家公務員．地h一公務員，公共企業体職員に

ついては、公務貝グループとして・h記2グループとは

別になっており，費用は、国、地方公共団体，公共企

業体がそれぞれ負担するとともに，児童手当を支給す

るものは各省庁の長やそれぞれの団体の長などとなっ

ている．

　ちなみに，各グループごとの受給者数を見ると，昭

和50年10月現在で．被用者グループ97万9f－　JN、非被

用者グループ115万人．公務貝グループ25万9f人，計

238万8千人となっている．

　以上のように、現行の児童手当制度は、児童3人以
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上の多子世帯を対象に，とくに第3番目以降の，義務

教育終了前の児童1人当り月額5千円を支給する制度

であるが．このような制度がどのような経緯を経て現

在に至っているか，その辺を垣間見ることにしよう．

　2．児童手当制度の経緯

　1．児童手当法成立（昭和46年）まで

　わが国で、現行の児童手当制度のように，児童の養

育費負担に着目し，家庭からその負担の軽減を図ろう

とする仕組みが制度として検討されたのは，昭和16年

までさかのぽることができる．昭和16年1月22日人口

政策確立要綱なるものが閣議決定されている．この要

綱によると，「家族の医療費．教育費その他の扶養費の

負担軽減を目的とする家族手当制度を確立すること．

これがため家族負担調整金庫制度（仮称〕の創設等を

考慮すること」とされている．1］これは当時の戦時体

制下においてとくに人的資源確保の意図から出たもの

であり，結局この考えは具体的には検討されなかった

模様である、

　また戦時中のことであるが，前千葉県知事友納武人

氏によると，氏は昭和19年ころから戦後の情況を案じ

られ，「不況が予想されるので，イ・どもなど多くの家族

を養育している者の生活が苦しくなる傾向は避けられ

ないだろう」との見通しのもとにいろいろ家族手当制

度に関する勉強を始められ、終戦直後の9月ころ．「家

族手当保険制度要綱案」なるものを取りまとめられた

とのことである．氏によると．この要綱案で最も苦心

した点は家族手当の支給主体を事業主とした点であり，

二の点は．戦後「多子家族をかかえている従業員か企

業での家族給の負担が大きいため逐次解雇される傾ifll
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にある．次に、各企業間における家族給の支給状況は

不均衡であって，現状のまま放置すると、家族給を支

給する事業主は自由競争における敗北者になることが

まぬがれない．そこで，事業主を家族手当の支給主体

とし，これに国庫負担などを導入することとすれば．

家族手当（家族給）に関する事業主の負担を平準化す

ることができる．さらには，現在では家族給を支給し

ていない小企業をも含み，すべての事業主を通じて家

族手当の支給が制度的に確立し，かつ事業主の負担が

Xムーズに行われる」との判断に立ってのお考えであ

ったようである．21氏の要綱案は案にとどまったが．

一種の保険システムによる家族手当制度を考えられた

点は注目に値しよう．

　戦後になって．厚生大臣の諮問機関である社会保険

制度調査会（昭和21年設置）においても家族手当制度

は議論された．同調査会が昭和22年にまとめた社会保

障制度要綱において，「児童手当金は義務教育終了年齢

以下の子女に対して支給する」「第1段階では．被用者

の家族手当保険制度の速やかな実施が必要である」と

されている．また、昭和23年内閣総理大臣の直轄機関

として設置されたtt会保障制度審議会の社会保障制度

研究試案要綱（昭和25年）においても，「現下の社会情

勢において生活窮乏の原因が多子にあることは明らか

であり，とくにその責任は児童にあるとは考えられな

いので，社会保障制度の一環として児童手当を考慮す

る必要がある」との認識のもとにやや具体的に検討さ

れている．3｝

　以上のように、戦前はさておき昭和20年代において

は，児童手当問題は，多f’世帯の生活安定を図ること

を中心に、かつ民間の家族給との調整問題も含めて，



制度として真剣に検討されていたのである．

　昭和30年代に至り，昭和33年現行の国民健康保険法

の制定．昭和34年には国民年金法の制定と，わが国で

国民皆保険，皆年金がほほ実現される見通しが立った

ころから，社会保障の光が子どもたちにもやっとあた

り出すようになった．とくに昭和34年11月、国際連合

における児童権利宣言で，「子どもの多い家庭に属する

児童については，その援助のため．国その他の機関に

よる費用の負担が望ましい」と述べちれて，これを契

機にわが国の有識者間に児童手当の必要性が再び強く

意識されるようになった．

　他方，そのころもう一つの方面から児童手当にアプ

ローチするものがあった．それは折からの高度成長政

策との関連で，将来の労働力確保の問題が心配されだ

したのである．わが国の出生率は、戦後昭和23・24年

のいわゆるベビープームから年々急速に減少し．昭和

35年には純再生産率が1を割り，いわゆる置換えレベ

ルの出生率を割るまでに低下した．当時の高度成長と

の関連で将来の人手不足が懸念され．これとの関連で，

若年労働力確保、その質の強化，労働力の流動化など

の対策が重要な施策として意識され出したのである．

　以上のような背景から，昭和35年厚生大臣の諮問機

関である中央児童福祉審議会，あるいは経済企画庁長

官の諮問機関である綴斉審議会などにおいて、児童手

当制度の検討が要請されることになり，昭和36年厚

生省としては．中央児童福祉審議会に児童手当特別

部会を設置し．具体的な検討段階に進むことになる．

昭和39年に行われた同特別部会の中間報告は．諸外国

の児童手当制度について詳細にふれるとともに，わが

国における児童手当の意義について深く考究している

　　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児童と母性

点で，今なおバイブル的価値を失わない．

　同中間報告は，児童手当制度の意義に4つの側面が

あるとしている．①児童福祉の観点、②社会保障の観

点，③賃金体系の観点，④所得格差是正の観点の四つ

である．ます①児童福祉の観点は，hが国憲法におけ

る義務教育無償の原則と同じく，当然の国の義務とし

て，無差別平等に児童の福祉を図る必要があり，この

ため児童手当を支給する．②社会保障の観点は，有子

または多子貧困原則に基づき児童手当を支給する．③

賃金体系の観点は、国の手による児童手当制度を設け

ることにより，民間企業からその年功序列型賃金ある

いは家族手当に関する負担を消去し、職務給への純化

を図ることにより，労働の流動化を図る．④所得格差是

正の観点は介大企業労働者＝年功序列型質金，中小零細

企業労働者・農民；職務給という一般的図式を，国の

手による児童手当制度を導入することにより打破し，

産業間の所得格差をなくす．同報告は以上のような極

めて示唆に富む分析を行うとともに，児童手当制度に

ついて基本的な構想を示し，さらに政府に対しより掘

り下げて検討するよう要請した．

　昭和42年11月厚生省は，厚生大臣の私的諮問機関と

して学識経験者による児童手当懇談会を設置し，今一

歩考究することになった．翌年12月同懇談会報告がな

されたが，同報告こそ現在の児童制度の原型となるも

のである．その骨子は次のようなものであった．①全

国民を対象にする，②義務教育終了前のすべての児童

に手当を支給する，③拠出制グループ（いわゆる被用

者グループ）については月額3千円，拠出制をとるこ

とが当面困難と思われる自営業者・農民などの無拠出

制グループについては月額1千5百円，④無拠出制グ
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ループについてのみ受給者に所得制限を設ける．以上

であった．この報告を受け，厚生省とLて公式の機関

を設け検討する二とになリ，昭和44年厚生省に児童f＝

当審議会を設けた．同審議会は翌年9月次のような中

VAI　Z申を行った．①全国民をt橡にするか．経理は被

用者クJL一フと非被用者グコV一フとに分ける，②児童

3人以上の家庭を対象とし，とくに義務教育終了前の

児童が3人以．ヒいる場合の第3子以降の児童につき支

給する，③f一当額は月額3f－Plとする、④所得制限は

行わない．厚生省はこの報告をもとに児童手当法案の

ひな型をつくり、関係機関との折衝を経て国会に提出，

昭和46年5月現行の児童手当法成立の運びとなったの

である．

　2．児童手当法成立後

　昭和46年5月児童手当法が成立し，翌昭和47年1月

から支給が始まった、当初義務教育終了前の第3子は

5歳未満まで、翌年は10歳未満までと段階的に実施さ

れ，現行のように第3子が義務教育終了前であるすべ

ての児童に拡大されたのは昭和49年4月からである．

また児童手当月額は当初は3千円であったか，その後

の国民の生活水準等の上昇に即応し昭和49年10月から

4｛’円，昭和50年10月から5千円と引上げ現在に至っ

ている．

　昭和51年度については，最近の安定成長・低成長の

杜会的背景のもとに福祉見直し論が台頭し、児童手当

制度も基本的に見直すべきだとの意見もあり，手当額

の引上げは見送ることにし，新たに約2T・　5百万円の

調査費を計上し．国民のこの制度に関する意識，企業

のこの制度に関する期待などの調査を行い，併せて有

識者の調査も行うこととし，わが国の児童手当制度と
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してはどのようなものがふさわしいのか．この点を基

本的に検討する考えである．

　次に、児童手当制度をめく’る昨今の論議に簡単にふ

れてみよう．参考までに諸外国の児童手当制度をみる

と，第1r・以降のすべての子どもに児童手当を支給し

ている国は55か国〔オーストラリア．カナダ，スイス

など1，第2子以降の子どもを対象に支給している国は

5か国1フランス・英国など）、わが国ヒ同じく第3子

以降としている国は，わが国のほか南アフリカ共和国、

モーリシャスなど4か国、第4子以降はソ連1国であ

る．なお，米国には全国民を対象とする児童手当制度

はない．また、西独は，昭和49年までは第21’・以降の

チどもに無拠出制の児童手当を支給していたが，昭和

50年1月からは、第1子までに拡大するとともに所得

税とのリンクを図IJ，所得税との相殺ハ∫式をとること

にLた．所得税非課税世帯には児童手当は満額出るこ

とになる．なお，これとの見合いで子どもに対する税

制上の扶養控除は廃ILされた、英国も西独と同様無拠

出制の児童手当を支給しているが．税制との‘1ンクも

問題となっているようである．フランスの制度は．わ

が国の被tg者グループの制度と類似しており，事業主

などの拠出金を財源とする仕会保険方式をとっている、

わが国の制度と大きく異なる点は、支給主体は事業主

である二と，自営業主なども若干の拠出をしているこ

となどである．

　3．児童手当制度をめぐる昨今の論議

　わが国の児童乎当制度をめぐって．従来から次のよ

うな批fllがあった．①諸外国と異なりわが国におL・て

は．一般に年功序列型賃金あるいは家族給が普及して



おり，さらにこの上に児童手当制度を設けることは疑

問である．②児童手当制度を設けるよりも現在他に優

先する施策がある．たとえば社会保障全体でみれば老

人対策，児童福祉の観点からみれば保育所の増設ある

いはハンディキャップのある障害児・者対策など．こ

のような議論はすでに児童手当法成立以前からあった

が，昨今では時代の安定成長・低成長のムードを背景

に，従来よりさらに増幅されて強い声となっている．

また、人口問題との関連もよく耳にする、これから人

口抑制を強力に進める必要があるのに．第3子以降に

手当を出すなどは時代に逆行しているのではないかと

のおしかりである．

　しかし私どもとしては、現実問題として現行制度の

多子家庭を対象とする児童手当制度をみる限り，ささ

やかではあるが確信をもっている．児童3人以上の世

帯は全世帯の約13分の1であり．その声が小さいため、

他の多くの人の声がより高く聞えているにすぎない．

ちなみに，昭和50年3月，神奈川県が県下の多子世帯

（児童手当受給世帯｝の社会福祉に関する意識を調査

したものを発表しているが、それによると多子世帯で

現在の収入で十分やって行けると答えているものはわ

ずかに12．8％にすぎない．

　また，昨年国会の承認を得た「社会保障の最低基準

に関する条約」いわゆるILO102号条約においても、

社会保障の最低基準として総額4，500億円程度にのぼ

る児童手当を支給するよう要請されているが，わが国

の現状ではとてもこれに及ばず，国際的要請を受諾で

きない状況ともなっている．

　ただ，現在の児童手当制度をより拡大し、第2子以

降あるいは第1子以降に拡大する場合には相当の財源

　　　　　　　　　　　　　　　　世界の児魚と母竹

を要することになり，先程のこの制度に対する批判が

やや現実的なものとなることは否定できないであろう．

試算によると，現行の5千円を基礎として義務教育終

了前の第2子以降まで支給すると6，800億円，第1子

以降とする1兆6，000億円の費用がかかる．このよう

に児童手当制度を発展させる場合は当然その財源確保

対策が問題となろう．その際には、民間企業の家族給，

おおよその見当でわが国全体で2－3兆円になるであ

ろうか，これらの家族給をフランスのように全体とし

てプールすることも考えられるだろう．あるいはまた、

自営業者などの無拠出制グループの拠出も問題となろ

う．また一率5千円というよりは、出生順に額の高低

を，あるいはまた支給対象年齢も考えなくてはならな

いかもしれない．所得制限も当然問題となろう．いず

れにせよ，以上のような問題点を踏まえつつ国民一般

の意識をさぐり，今後の児童手当制度のあるべき姿を

検討して行く必要があると考えている．

おわりに

　以上紙幅の制約もあり十分意を尽せない点もあった

が，児童手当制度の最近の動向について概略を述べた．

関係の方々のご意見などお聞きできれば幸いに思う次

第である．
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施設の横顔口ロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロロ

タイの養護施設

ふく　　　　だ　　　　た「］

福　　田　　垂

明治学院大学教授

穂

　海から見るバンコクは「母なるメナム」の大河が押

出すどう水の上に．熱帯樹の茂る巨大な一枚の盆を浮

べたよっに，どこまでも平らに広がる緑の大地である．

日本製の車があふれる大通リも雨か降ればたちまち水

を被ることがある．王宮前の広場も湿原のようになリ，

晴れればたちまち緑のヒゆうたんにもどる．

　町の中心．総理官邸や大理石宮にほど近い国立ピヤ

タイ乳幼児施設．ラチャウtティ少女施設の広々した

キャンバスは．強烈な色彩の花と、湿気と草いきれに

満ちている．

　乳幼児施設は，6歳までの男女児140人を収容し，少

女施設では，6歳から17歳までの少女538人か生活し

ている．偶子の施設は，車で1時間ほどの郊外にあり．

350人を収容している．｝

　ピヤタイ乳幼児施設

　内科の女医さんである施設長の案内で，まず乳幼児

施設を見せていただく．ここには，年間約200　Aにの

ぽる，主として捨児が入所してくる．生活苦，多産．

駐留米軍人との混血児．心身に障害かあって．母親か

どう育てたらよいのかわかちない子どもたち……維多

な不幸な子どもたちか．しばしば寺院や施設の門前に

置去りにされる．そういう子どもたちがここで，ソー

　　　　　　サ
シャルワーカー1人，正・準肴護婦合せて9人，寮母

2人．保母20人，教員1人というスタッフに指導され

て生活し、幼児の心身の発達に必要な医療と養護と保

育を受け．またここから里親に委託されて行く．寮母

さんは豊かな母性を感ヒさせる大柄で温和な人だし、

若い保母さんたちは健康でキビキビしているが．とく

に訓練を受けたわけでなく，資格のないkたちである．

これを1人のソーシャルワーカ；－hiスーバーパィズす

るのだからなかなか大変だ．

　建物の1階が乳児の，2階が3・4歳児の’〈　，vドル

ームと保育室になっている．介護上の配慮からかt背

の高い鉄製のべッドが並ぷ乳児室を抜けて、2歳児の

部屋に入ると，赤、黄．緑など原色のごく単純なデザ

インのワンピーXを着た予どもたちが人なつっこくま

つわりついてくる．タイ系，中国系，山地部狭系、混

血．多様な顔のなかに、盲児や，知恵遅れかなと思わ

れる顔も混っている．分賄収容が可能なほどには施設

整備が進んでいないのである．

　2階の保育室では4歳児がリズム遊びの最中だった

が、私たちに敬意を表しようとした先生が，それを中

断して歌を歌わせようとしたので混乱してしまい．駆

けよるもの．先生の金切声に引きもどされるものがあ

t），しまいに先生も私たちも笑い出してしまった．

　数プロー1クはなれた少女施設に移ろうと外へ出ると，

回転プランコの順番を待つイ・どもたちが，熱帯の色鮮
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シドニーの保母養成機関
（認・嬰ε盟ES器品品煕ミ㌃）

こ　　　　　　／SやL　　　　　　；こ　　　　　　t／、．；t

匡ぱ特殊教育総合研究li斤研究員

　オーストラリア・シドニーrliの住宅仇に位置するン

ト．ニー保育所保母養成大学［The　Nロrsery　School

Teachers’Celtege　Sydney．　N．S．W，　）は．．i，1　，tして

5歳児以ドの児童の保育・教育をU的とした保母養成

機関の一つとして．地域社会の児童福hl事装に重要な

役割を果しているが，この機関を通Lてこの国での保

母養成の一端をぺっ見しよっ．

　1．養成を担う　The　Nursery　School　Teachers’

　CoUegeの歴史

　1905年にスタートした保肯所協会（The　Nursery

Schoel　Asseciation．1は，託児所！Day　Nursery｝

と保育所（Nursery　Schoel　lに専ド1知識をもった保

母を配置する目的で，1932年にこの養成大学を設立す

るに至った．現在．この協会はシドニー託児所・保育

所協会〔The　Day　Nursery　and　Nvrsery　School

AssociatiOn）として組織されL　目ド、託児所6か所

｛2歳までの乳幼児）と保育所’15か所12歳～5歳幼

児）をかかえて機能している．

　大学は当初1年間コースと2年間コースで発足した

か，1945年には3年間コースのみの大学として再発足

した．以来、i］寺代ク｝社会的要請ヒ乳幼児ク）保育・教育

の重要性か認ぷされはLめ．政府の助成のもとに建物

や設備等を補充し，1972年に，今Hのモタンで魅力的

な人学が完成した．なお1967年以後，学生たちはさら

に初等教育教師免許も取得できるようになり，その結

果、8歳児まて．の教育に取組めるようにな／たのであ

る．この種の大学はオーストラリアで’も数が少く，ま

た際｛r：った特徴をもっている．すなわちアチープメン

トテストの成績に加え，職業的に適性な基礎能力をも

つか否かを種々の方法てチェ．．・クし，入学許可を与え

ているのである．

　2．保母養成プログラムの概要

　保母・教師免許〔Dip．　Teaeh．）取得のためには、

3年間の就学が必要とされるが、この期間の履修プロ

グラムは必須科目と選択科目とよりなり，内容は専門

科目，教養科目、実習科目の3系で統合されている．

参考までにプログラムの一般構造とその時間を各学年

でみると，右表の通りである．

　これらの講義科目の説明は割愛するか．学生は現在，

1年生100人，2年生70人t3年生60人の合計230人で

あり，専任教官16人．非常勤講師4人，その他運営部

21人のスタッフで構成されている．

　3．大学付属保育所の役割

　学生にとって，実習科目は実技を身につけるうえで．

意義が大きい．1956年に設置されたシドニー・メラニ
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各学年別にみた履修コース・時聞のプログラム・ストラクチャー

必 須　　科 目 選　択 科　目

1年次 2年次 3年次 2年次 3年次

継続学習 継続学習

行動科学
60 60 40 民族宮朗

プログラム
＊ ＊

幼児教宵カ
リキュラム

80 120 20
音　　楽 ＊ ＊

教授邑程
70 90 80 言語とドラマ ＊ ＊

1年次 絵画製作 ＊ ＊

児童文学
30

2年次

コ　ミ　ュ　ニ

ケーシ∋ン
15

児童文学 ＊

人簡の発達
60

社会福祉 ＊

音　　楽
70

旬作運動 ＊

科　　学
30

人間の発達 ＊

言語とドラマ 30 遊　　び ＊

絵画制作
3
0 3年次

2年次 社会福祉 ＊

教育材料
30 カウンセ‘レグ ＊

民族教育
30 カ　1ノキ　ュ

ラム資稿
＊

選　択　1
60

ノディア ＊

選　択　2
30 社会と婦人 ＊

3年次

地域保健
40

教育管理
30

特殊教育
40

選　　択
60

実習科目

ブイールド
ワ　　ー　　ク

30 50

保　　　冑
敬育実践

85 125 280

合　計
590 595 590

一・ アレキサンダー保育所（Sydney　Mellanie　Alexan’

der　Day・Nurseries）は，この大学の付属機関であり，

そこでは数人の学生が連日実習を行っている．経費は

政府とチャリティによるものが大半であるが，父兄か

らも，その収入に応じて＄4～＄10のランクづけによ

る月謝が徴収される．現在、2歳～5歳児各10人で40

人の児童か入所している．1クラス10人に対して，保

母（教師）1人，助教師1人、ヘルハー1人の計3人

が関与している．この施設では，児童の創造性と豊か

な心情を育成することをねらいとしているが、たとえ

ば．創作や絵画制作等に力点を置いたカリキュラムか

主体とな．ったり，遊び道具として組立て方式のもの．

木造の小屋，古材などを遊び場に配置し，良好な遊び

場環境を考えている点などは．参考に値するものであ

る．結局において，実習生は，幼児に適切な助言をど

のようにすれば与えることができるか、潜在的能力を

どのようにすれば引出すことかできるか，またどのよ

うにすれば家庭的なふんい気で愛情ある保育ができる

か，その技術と方法を身につけるためのトレーニン

グをするのである．

　以上，シドニーでの1大学における保母養成につい

て概要を述べた．この種の大学はシドニーで他に2か

所あり，いずれもほぼ同様な養成システムである．

参考文献

The　Nursery　School　Teachers’（≧llege　Sydney．　N．S．W．

C・lender　l976．
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アメリカ・アイオワ州の

児童育成の診断センター
〔CHILD　DEVELOPMENT　CLIMC）

iつ　　　　もと　　　　IPう

松　　本　　佑

在アイオワ大学

子

　チャイルド・ディベロップメント・クリニック（Child

Development　Clinic）は，牛肉ととうもろこしで有名

な農牧州アイオワのアイオワ市にある州立アイオワ大

学病院小児科の付属機関である．

　クリニック設立の目的

　子どもの性格や行動に異常性がみうけられたり，健

康上の問題がある場合に．ことに乳幼児にっいては，

親は子どものどこがどのように悪いのか，どこに診断

を求めに行けばよいのか，どの機関に行ってその治療

を受けられるのかがわからず，悩むことが多い．あち

こちに子どもを連れ回って相談する聞は．家族ぐるみ

不安と危慎のうちにあり，あれこれするうちに症状が

進んで固まってしまう．チャイルド・ディベロッフ’メ

ント・クリニ・vクは，このような状態におかれた親と

子の悩みを解決するために設立された．また同時に，

コミュニティーの諸児童福祉機関に，児童育成上の困

難な問題につき的確な診断をもって指示勧告を与える

援助機関でもある．このクリニックは，子どもの健全

育成のために．子どもに生じる問題を診断することが

その機能であるから，診断か決定すると，その丁ども

はかかりつけの医師にもどされたり，あるいは適切な

診断や判定が付されて、そのコミュニティーのしかる

べき福祉機関に回される．もし適切な機関がコミュニ

ティーにない場合には，特別なケースに限って当クリ

ニ・7クで短期間の処置をすることもあるが，これはま

れである．

　ここで扱う問題をもつ子どもとは、（1｝知能の発達が

遅れていると思われる子ども，②何か問題をもってい

て学校に適応できない子ども，（3）医学的問題と心理的

問題の重なっている子どもである．原則として重度の

問題児，いわゆる身体障害児、精神薄弱児のケースは

扱っていないが．それらの申込みがあると，それは大

学病院の児童精神科や児童リハピリテーションセンタ

ーに紹介される．

　診断の申請

　串込みはすべて，その子どもや家庭に通じた医師に

よってなされることになっている．このクリニックは，

コミュニティーの保健・教育・福祉に関するあらゆる機

関，たとえば学校のソシャルワーカー，児童福祉機関，

福祉事務所などに，必要に応じてその子どもの介助の

ための種々の勧告（recommendations）をする．子ど

もにとってそれらの勧告が有機的に効果あるものとな

るには．特定の一人がそのr一どもについて一一；一”’した責

f｛：をもつことが必要である．そこで通常その責任をも

つ該当者として，医師が申込者となることになってい

るのである．もしそのケースが福祉事務所から回され
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た場合（たとえば被虐待児のケー幻には，コミュニ

ティーで選ばれた特定の医師が申込者となる．

　医師の子どもに関する診断書や申請書とともに，親

あるいは保護者（もしそのr・どもが福祉機関の保護を

受けているならば，その当事者）から子どもの家族関

係，生育歴の報告書，学齢児であるならば学校からの

報告書か必要であり、また面接よりまえに，蘭祉機関

は家庭訪問をし，その報告書を提出することになって

いる．さらに報告書だけで終らずに福祉事務所のソー

シャルワーカー，里子であるならばその里親、学童で

あるならば教師，保育園児ならばそこの保母など関係

者は．できるだけ詳細にr一どもについての情報を提供

するように要請される．子どもに関するこれらすべて

の資料をもとに．さらに必要な場合には事前に耳・鼻・

眼・のどの検査、脳波・血液検査をする指示がある．

　判定

　スタ・ソフは小児科医3人，心理判定貝2人．看護婦

1人、言語療法L1人，ソーシャルワーカー1人で構

成されている．

　1日の取扱いは2ケースである．その取扱い過程と

しては，午前中に身体検査，心埋判定ならびに知能・

性格・学力等の諸検査，聴覚・言語検査かあり，そし

て両親との而接があって，家族の文化的社会的背景，

家族関係、養育状況，r・どもの問題に対する家族の見

解や態度について明らかにされる．午後には学校・稿

祉施設関係者の出席をも求めて，そのr’どもについて

各担当者からの診断・判別の報告、すでに提出されて

いる関係機関からのレポートの再考察があり，慎項な

検討と討論のうえで判定がなされ、最後に措置案か決

定される．会議は1ケース約1時間30分．その後，小

児科医が両親と而接し、そのr一どもに関する診断結果，

そして会議の決定として措置案を伝え、適切な助言を

与えるのである．

　措置案の実施

　この会議決定は，そのケースを診断・紹介した医師，

関係する各機関に，封書でもれなく報告される．措置

案は里親委託．精神薄弱児施設や低所得者保育所入所，

訪問看護婦．ソーシャルワーカー，そして病院などへ

の勧告と指示である．

　fども本人の問題とともに，親や家族に問題がある

ケースが多く見い出されている．そのなかには児童虐

待の疑いが発見され，警察への連絡や，里親委託もし

くは変更の措置になるケースも少くない．

　一人の児童の成長のため、住民と児童福祉機関をた

すけ，コミュニティー・ケアの水準を高めるセンターと

して．このクリニ・xク機関の存イ1：はきわめてユニーク

なものである．住民と医療・教育・福祉の諸機関との

聞に有機的な関連をつくり、児童の健全育成のため相

互提携するコミュニティー・ケアの熟成を図るには．こ

のような権威ある専門機関の設置がまず必要であろう．

ノ
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ランチョ・ロX・アミーコ咲病院
（RA．NC・HO　LOS　AM工GO8　HOSPITAL｝

か　　　　が　　　　み　　　　えい　　　　こ

加　賀　美　瑛　子
聖ヨゼフ整肢園看灘婦

　ランチョ・ロス・アミーゴス病院（以下略してラン

チョと記載）の患者人口は，重症、負傷者などからな

1｝．かれらは救急病院か主治医の依頼を通して，ここ

に送られてくる．

病院はロサンゼルスの町から15マイル（24㎞）南東

のダウニーにあt），200の建物を含む210エーカーの敷

地である．ほとんどの患者はロサンゼルスからである

が，地ltのカリフォルニア州のほか，オレゴン・ネバ

ダ・アリゾ十州からも入院している．

　ランチョは1888rpに設立された．はじめ少数の患者

で発足し慢性疾患，精神科の患者をつぎつぎに加えて，

現在に至った．

　1944年．ポリオの大流行のとき，ランチョはポリオ

のためのセンターとな））、徹底的なプログラムのもと

に、患者のLJハピリテーションを行い，以後、長期入

院患者．肢体不自由者を含むようになった．さらに治

療手順，幣形手術，補助具等の発達により．ランチョ

は国際的にも知られるSiどの広範にわたるIJハピリテ

ーション病院に発展した．またランチョは、南カリフ

ォルニア医科大学の教育の場でもある．

　リハビリテーション治療

　ランチョのリハビリテーション・プログラムは，医

療管理と整形外科と、徹底的な訓練を通じて、身体的

不自由を克服させることを求めている．患者が桂会に

おいて．できるだけ活動的役割を果せるようにするこ

とが究極目的である．新入院患者は診断テストを受け．

それぞれに適した治療のコーZが決定される．患者は

車椅子，装具，ポータブル呼吸器，その他．必要な補

助具が与えられL　日常生活動作の訓練を受ける．

　内科・外科の治療

　成人の患者は．医療問題にしたがい．各々の部門に

割当てられ，各専門家により、それぞれの技術・知識

に合せ、効果的かつ実際的治療を受ける．

　ランチョには，約15の医療部門のため．1．050のべ・ア

ドが用意されている．

　1．小児科．4か月から18uaまでの・r一どもたちが，

年齢別に分かd」1968年に完成した孤立した建物に住

んでいる．

　2．神経科．不自由な筋力をもういちど訓練させ．

患者の伝達能力を回復させることにより，神経障害の

治療を行う．

　3．糖尿病課．重症の糖尿病は食餌療法と薬物によ

って治療される．糖尿病の二次的循環障害は主に下肢

に表れるが、手術または特別の整形器具によって抑え

る．リハピIJテーションの任務は．患者に自己配慮の

手順を教えることである．

　4．関節炎科．手術・投薬により．関節炎，痛風等

09
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の関節疾患による不自由な機能の回復をはかり，疾痛

を緩和し，不自由を少なくさせる．

　5．腰の問題．骨関節炎は腰の骨片を砕き．歩行不

能にする．そのため人工関節によリ，関節の働きを回

復させる手術が行われる．

　6．脊柱変形．脊柱の変形を矯正・固定し．心臓，肺、

その他の重要諸器への圧迫を防く’．

　7、腰痛サービス．化学・物理療法，手術，内科的

治療によ1），種々の疾患からくる腰痛を緩和させる．

　8．結核．結核患者は投薬・安静・栄養により治療

される．適当な職業的，またレクリエーション療法が

プログラムに含まれている．

　9．急性内科．他科の人院患者か急性内科疾患にか

かった場合、この科に移され，徹底的看護と綿密な監

督を受ける．

　10．肺疾患．気管支炎、喘息，その他の呼吸器疾患

は，吸入療法，分泌液排除療法，また機械的呼吸器，

徹底的医療管理によって治療される．

　11．脊髄樹傷．交通事故，銃弾創のために，下肢，

四肢麻庫がおこる．リハビリテーションは手術、物理・

職業療法，補助具をkんでいる．

　12．薬物療法センター．薬過多になった患者はこの

科に入院し，肉体的平衡を回復させる治療を受ける．

　13、切断と骨折．この科のリハピ1）テーションの大

部分は、手術，義肢の使用法．ギプスなどである．

　14．心臓科．心疾患の患者は，ふたたび心臓麻痺を

おこさないように，安全な活動のレベルを決定するた

めに計られる．慢性心疾患は医療管理と安静によって

治療される．

　15．手術科．ここでは、眼・鼻・耳・のどと形成外

科、また，短期間の他の科の術後患者を扱う．

　16．小兇の再建サービス．脳性麻痺または神経学上

の疾患、先天異常，リューマチ性関節炎の結果おこっ

た，骨および節肉の機能障害をもつ子どもが入院する．

　17、整形外科（神経部門｝．下半身運動神経障害．末

栢神経損傷および脳性麻痺による筋肉・骨格奇形をも

つr一どもが、この科で治療を受ける．

　18．整形外科再建サービス．乎を有能な機能に回復

させるために，特別な手術方法がなされる．

　19，形成外科再建サービス．ロ蓋破裂、顎骨顔面奇

形．火1濾痕の．形成術の必要な子どもや若い人たち

の治療を行う．

　20．泌尿器手：｝．

　補助サービス

　職業サービス．患者が最大限に機能を回復すれば，

どの仕事ができるかが評価される．そしてできる限り

仕事に出られるように訓練される．

　外来．新患は診察室であらゆる診断テストを受ける．

入院患者は存在する問題の再評価のために，種々の診

察室で続けて受診する．退院した患者は、病状が悪化

したり，再入院するまえに，定期的に自分に適した外

来部門で受診する．外来患者は年間約30，000人．

リハピリテーションチーム

医師．患者を診察し、定期的に評価し．必要な薬を
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処ノ∫し，テストおよび治療を行う．

　石護婦．患者の世話の責任と患者の訴えの直接聴取．

　P．T．（理学療法士）．患者のバランス，歩行，起立，

rE椅子を効果的に使う感覚を取りもどすように助け，

筋力強化の運動プWグラムの指導をする．

　O．T．（作業療法十）．．ヒ肢を最大限に使えるようH

常生活動作の指導，．．L肢装具の使用の指導をする，

　医療ソーシャルワーカー．患者とその家族の相談に

乗り、退院時．病院から家庭への適応を吝易にする．

　心理学者．患者に肢体不｛’1由を理解させ、感情的に

混乱しているときカウンセリングを与える．

　職業カウンセラー．Llハピリの患者を，　ll；能な目標

まで到達させ，職業サービスに送る．

　装具技術者．装具．切断四肢に代るものをテザィン

して作る．

　栄養士．患者の好み，特別食に適応した栄養フログ

ラムを計画する．

　レクリエーションセラヒスト．乎芸，趣昧等を準備

L、余興あるいは屋外の遊びを計画し，夜，週末など

にはボランティアなどの助けで患者の相乎をする．

　その他．言語療法t：，呼吸セラピスト．

都市サーピス

　スクーリング．地元のダウ；一ユニファイド学区で

は，小学1年生から高校生まで，病院にある5教室の

ひとつに出席する子どもたちのために，専門教師．職

貝を用意している．

　ポランテ｛ア．患者に必要なものを買い．本を読み．

手紙を書き、患者を訪問する．またレクリエーション・

サービスの職員といっしょに，屋外レクリエーション

を手伝ったりする．

　主な計画

　1971年12月に，ランチョ・ロス・アミーゴス病院の

5か年マスター・プランの第1期がはじまった．1972

年に完成したインベリアル・ハイウェーを低くし．病

院の南と北を同ヒレベノレにつないだ．460床の微底的リ

ハビリテーシ∋ンセンターは，古い病院の建物を取除

くために建てられる．本年完成の予定である．

　新しい設備として．ランチョ・ロス・アミーゴス病

院に，ヘルスセンター，リハピリテーシ∋ン’エンジ

ニアリンク∴センター．南カリフォ’レニア・ヘルスサ

ィエンス大学キャンパスを，また，現在の建物の増築

を計画している．

　以ヒがランチョの概略である．いかにスケールが大

きく．近代的であるかと、感心させられた．これから

のリハビリテーションの理想的病院といえよう．また

ランチョでは，ボランティアがljハピリテーションチ

ームのスタ．．・フとして活動している．

・Rancho　bs　AmigOSは． fdl，「‖1の凡の．9．味ゾぼヘイン、i［1：てある，
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世界の児童と母↑生

バングラデシュの母と子
一悲しみを乗越えて一

おさ　　　　　だ　　　　　みつ　　　　　え

長　　田　　満　　江

アジア経済研究所研究員

　低い婦人の地位

　バングラデシュの首都ダッカを歩いていて，婦人の

姿を見かけることは少ない．市場や商店街に行っても，

売り手はもちろんのこと、買い手もまた，ほとんどが

男性である．婦人の職場としてわれわれにはなじみの

航空会社あるいは繊維工場を見ても、従業買の90％以

上は男性である．農村に行っても事情は変らない．野

良作業をしている人々のなかに女性の姿を見ることは

ごくまれである．こうしたことは，　“夫以外の男性に

顔を見せてはならぬ賃という回教の伝統的おきてが．

まだ根強く生活のなかに定着しているためである．

　都市や農村の良家の子女を除けば、中・高等学校に

進学することはもちろん，小学校すら入れてもらえな

い女の子どもが多く，1974年のセンサスによっても，

婦人の識字率は15％以下で，男性の約25％を下回る。

ある村の調査によれば、自分の娘に少くとも小学校教

育を受けさせたいと希望する母親は全体の75％に達す

る．読み書きできないことの悲しさを，わが娘にも味

わせたくない母の願いであろう．

　婦人を家に閉じ込める回教の伝統，教育水準の低さ

は，婦人の社会的地位を低いものにし，少数のエリー

トを除き，たとえ能力はあっても，社会で活動できる

機会は少ない．14～15歳で親の決めた結婚をし，4～

5人の子どもを生み育て，自分の生れた村以外の所を

知らずに一生を終える婦人が多い．

　貧困の悲しみ

　バングラデシュの1人当り国民所得は年間70ドル，

日本の1．6％にすぎない（日本は4，400ドル）．北海道

の1．8倍の面積しかない国土に7．500万人もの人ロをか

かえ，その80％が農業に依存しながら．食糧の自給さ

えできない国である．生活水準は極度に低く，子ども

ははだかではだしのまま．1日2食の食事ができれば，

“ア・ンラーの神“に感謝しなければならない．

　衛生状態，栄養状態も最低で、水は近くのJllあるい

は池の水を利用する．飲料水から洗濯・炊事・沐浴，

さらには唯一の財産といえる農耕用牛の水浴に至るま

で，Jll・池の水を利用する．したがって伝染病がひと

っの地方で発生すれば，それはたちまち川下の地方に

も慢延し、おびただしい死者を出す．とくに乾期の終

りころ（4月，5月）気温が高く，川・池の水量が減り

はヒめると，ある県ではコレラのため350人が死亡した

とか，ある村では50人が死んだとか，われわれには信

じられないような数字が，新聞をにぎわすことになる．
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　伝染病のみならず、赤痢・疫痢｜．これらは伝染病の

なかに入らない）、下痢．皮膚病、寄生虫などの病気は

常時ノ、々の’k命を脅かす．栄養状態の悪さは身体の抵

抗力をなくL、発病「tれば回復が遅い．医療サービス

も農村では整っていないため，手当か遅れて命を落す

ケースか多い，

　こうした状況のなかて子どもを生み育てる母親の苦

労は大きい．病気．自然の災害．栄養不足，衛生状態の

悪さなどにより，一・番先に命を落すのは乳幼児であり，

母である．乳幼児死亡率か1．000人に140人，産ヒよく

熱など出産に1’トう母体死亡率力q，000ノ＼に40人を数える

こと，女性の1P均寿命か46歳（男’M／は48歳｝であるこ

となどは．母とr一か置かれている立場を物語っている．

　洪水や｛二ばつで農作物か被害を受け，食糧不足が深

刻化すると．弱い者から命を落す．すでに息のないr・

どもに枯れ果てた乳房を押しつけて．出もしない乳を

飲ませようとする若い母親、死んだf’どもに自分のサ

リーをかけて，涙のかれたうつろな目でうずくまる母

親，自らは空腹に耐えて，コ．・プー杯のミルクと一片

のピスケ．・トを∫・どもに与え．そのむさぼり食べるさ

まを見つめる母親，こうした顔々を私は忘れることか

できない．そこには自分を犠牲にLてr・どもを守ろう

とするt母の強さと悲しみとかある．生れた子どもを

ロ・．・カーに捨てたり殺したりする恵まれた国の母親の

話をバングラデシュの母は信ヒないだろう．

　社会福祉の遅れ

　長年にわたる植民地支配を脱し、1971年12月，独立

国になったバングラデシュでは．7，500万人の人口をい

かに養うかが最大の問題である、政府は何よりも農業
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生産の増加を最優先させ．食縄の自給達成を目指して

いる．しかし，人nは年3％て増加し，食糧生産は過

去10年をとづても1％亭㌧1度の成長率を示しているにす

きない．1974年には大洪水に襲われ，餓死者約5万人

を出している．年間の食緑輸入は200万トンで．生産量

の20％を占める．政府の政策として社会福祉に手を回

す余力は少ないのである．その結果、母∫衛’L、保健

などは後回しとなり，弱い者は生命を揃持することか

できなくても、現状では救いようかない．

　社会保障はほとんどなく，一部の高級官僚を除けば、

恩給・年．金制度も皆無である．家の働き手か病気にな

ったり死亡Lたりした場合，残された家族の生活は悲

惨てある．年老いて働くことかできなくなったら．生

活のメドは全くない，もちろん．日々のΨ活そのもの

さえ苫しいのだから，老後の貯えかできるはずもない．

そのため、家族あるいは親類縁者の相互扶助か重要な

生活保障となり．∫一ども｛とくに男のrども）を多く

もちたいという願望か大きい．しかも，生命の危険か

大きいため、1－2人の．r・どもを生めば．十一分であると

いう考’え方は定着しない．農村婦人の調在によれば、

∫どもか4～5人欲しいと考えている婦ノ、カ《80％にの

ぼる，パングラテシュで家族計画がなかなか浸透しな

い原因のひとつは，こうした社会郁祉の遅れ．医療サ

ー ビスの悪さが．人々にもたらしているf・ども依存の

考えh’にある．母体保護と健康な子どもを育てるため

に家族計画を実行しようと訴えてみても、それらか確

実に保障されない限t）　，受入れられる可能性は少ない．

新しい芽生え

バングラデシュ政府は， こうした事借を踏まえ、家




